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は じ め に 

皆さんが納めている県税は、県が住民サービスを提供し、また、令和３（2021）年２月に策定した県の重点戦略「とち

ぎ未来創造プラン」や令和２（2020）年３月に策定した栃木県版まち・ひと・しごと創生総合戦略「とちぎ創生 15（いち

ご）戦略（第２期）」に掲げられた施策を着実に推進していくための重要な財源です。 

この「県税のしおり」は、県税のしくみや使いみちをわかりやすくまとめたものです。このしおりによって、県の仕事や

県税について、より一層のご理解とご協力をいただければ幸いです。 
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県のしくみ 

県の仕事は、県民の代表機関である県議会の議決をへて、知事及び各種行政委員会で実施していくしくみになって

います。 

知事の仕事を進めるため、副知事を置くとともに知事部局８部２局６４課及び企業局の組織があります。 

行政委員会は、特に政治的に中立の立場で仕事を進めるために設けられています。 

 

栃木県の機構（令和５(２０２３)年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知
事

副
知
事

総合政策部

経営管理部

生活文化スポーツ部

保健福祉部

環境森林部

産業労働観光部

農政部

県土整備部

危機管理防災局

会計局

企業局 

行政委員会 

県議会 

（議決機関） 

重要政策の企画立案・総合調整、地域の振興 等 

予算、職員その他県行政の運営一般 等 

県民生活、文化振興・スポーツ、その他県民の安全 等 

社会福祉、保健衛生、社会保障 等 

環境の保全、森林・林業 等 

商業・工業、労働、観光 等 

農業・水産業、農村の振興 等 

道路・河川、都市計画、交通体系、建築・住宅 等 

防災・危機管理 等 

公金管理、財務会計 等 

県営の電気事業、水道事業など 

教育委員会、人事委員会、公安委員会、監査委員、労働委員会、

選挙管理委員会、内水面漁場管理委員会、収用委員会 
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県の財政 

令和５(2023)年度当初予算額 

 

● 一般会計  ９,７８６ 億円 （県政一般のための経費、例えば保健・福祉・教育・土木など）  

● 特別会計  ２,１８１ 億６,９１７万円 （中小企業への貸付事業、流域下水道事業など） 

● 企業会計    ２７６ 億２,１００万円 （病院事業、電気・水道事業、用地造成事業など） 

  

一般会計予算の内訳 

（1）歳入（県に入るお金）                            （2）歳出（県が使うお金） 

９,７８６億円                                    ９,７８６億円 

 

 

令和５(202３)年度当初予算の特徴 

・栃木県誕生１５０年及びＧ７大臣会合の開催を契機とした郷土愛醸成や本県の魅力発信 

・「政策経営基本方針」に基づく「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会のレガシー等の未来への継承」「若者、女性に選ば

れる“魅力あるとちぎ”づくり」「新型コロナウイルス感染症の克服とポストコロナにおける本県産業の競争力強化」 

「デジタルトランスフォーメーションやカーボンニュートラルの実現に向けた取組の推進」の積極的な展開 

・「とちぎ未来創造プラン」及び「とちぎ創生１５戦略（第２期）」の着実な推進 

 

 

税金豆知識 

県民一人あたりに使われているお金（一般会計当初予算額を県民一人あたりでみると・・・） 

５１万５,４５６円    ※令和５(202３)年４月 1 日現在の県民人口：1,８９８,５１３人 

 

 

 

 

単位：億円 
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税金の意義 

税金とは 

私たちの生活は、個人や企業などの民間の活動によって提供される様々な物やサービスを消費すること

により成り立っています。 

しかし、これだけでは十分とはいえません。例えば、毎日利用している道路や橋を整備すること、生命や

財産を災害や犯罪から守ること、生活に困っている人を保護することなどは、私たちが豊かで健康的な生

活を営む上で、どうしても必要なものです。国や地方公共団体（県や市町村）は、このような民間ではでき

ない様々な仕事（行政サービス）をしています。 

行政サービスの内容としては、このほかにも学校や公共施設の維持・管理、上下水道の整備など私たち

の身近なものから、国土の開発、産業の振興、外交など広い範囲にわたっています。 

このように、私たちは、国や地方公共団体から様々な行政サービスの提供を受けて生活していますが、そ

の費用を私たちで出し合って負担しているものが“税金” です。栃木県では「とちぎ未来創造プラン」や「と

ちぎ創生 15（いちご）戦略（第２期）」に掲げる各種の施策を実施していますが、その財源も県税や地方交

付税（一度国税として国に納められた後、一定の基準により地方に配分される税金のことです。）などの税

金でまかなわれています。 

 

 

 

 

税金の性格 

税金は、“私たちが社会の一員として生活していくために負担しなければならない一種の会費”のような

ものです。 

このため、憲法でも“基本的人権の尊重（第 11 条）”や“国民の生存権（第 25 条）” などとともに、第

30 条で「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定しています。また、第 84 条で

は、国や地方公共団体が勝手に税金を徴収することがないように、「あらたに租税を課し、又は現行の租税

を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定めており、これを、“租税法律

主義”といいます。 

すなわち、国や地方公共団体は、税金を強制的に徴収できますが、私たちは、法律で定める以上には税

金を納める必要はないことになっています。 

 

 

 

税金 国・地方公共団体 行政サービス 私たちの生活
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税金の役割 

税金は、国や地方公共団体が提供する様々な行政サービスの財源になっているほか、次のような役割も

果たしています。 

○ 所得の分配を調整し、貧富の差を縮める働き 

税金の中には、所得税のように、所得が多くなるにつれて税率が高くなる累進課税制度をとっているも

のもあり、全体的に所得が多い人ほど税負担が重くなるようになっています。また、税金として国や地方公

共団体に入ってきたお金は、社会福祉や生活保護などの形で所得の低い人により多く配分されています。 

○ 景気の調整を図る働き 

税金は、景気の動きに敏感なため、景気が良くなると税負担が重くなり、個人や企業の消費、投資をおさ

えて景気が過熱することを防ぎます。また、景気が悪くなると税負担が軽くなり、景気の落ち込みを緩やか

にするとともに、国や地方公共団体が道路工事などの公共投資を増やすことにより景気の回復を促進しま

す。 

税を扱う機関 

税金は、その種類によって、納める先が異なります。 

国  税…国に納める税金 

地方税…地方公共団体に納める税金 

地方税は県に納める県税と市町村に納める市町村税に分かれます。

 

 

 

国 税 国税庁 国税局 税務署

地方税

県 税 県庁 県税事務所・自動車税事務所

市町村税 市役所・町村役場
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租税負担額 

県民１人当たりの租税負担額の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租税負担率の国際比較  

 

（注１） 租税負担率＝
国税＋地方税

国民所得
 

（注２） 日本は、令和５(２０２３)年度予算ベース。諸外国は２０２０暦年実績 

 

国 税 

県 税 

市町村税 
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県税の収入額 

令和５（２０２３）年度県税収入予算額  

 

 

 

 

（注１） 構成比（％）は、表示単位未満を四捨五入したものです。 

（注２） 県民税（個人）は、配当割及び株式等譲渡所得割を含みます。 

（注３） 構成比（％）は、税目ごとに四捨五入しているため、合計が 100.0％にならないことがあります。 

 

 

 

 

令和５（2023）年度当初予算に計上した額は、２,６４０億円で、それぞれの税目について過去の実績、今後の経済

動向等を勘案して決定したものです。前年度当初予算と比較すると８０億円増加しました。 

県の歳入に占める割合は、２７.０％となっています。 

 

 

 

県 税 

２,６４０億円

100% 
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県税収入額の推移  

 

歳入（一般会計決算額）に占める県税収入の割合  

 

（注） 令和４(2022)年度、令和５(2023)年度は、当初予算額の数値です。 

 

（注） 令和４(2022)年度、令和５(2023)年度は、当初予算額の数値です。 
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県税のあらまし 

 

 

 

税金豆知識 

税金は、その性質や内容により、次のとおり分類することができます。 

● 使い道による分類 

普通税･･･使途が決められていない税金 

目的税･･･特定の使途にのみ使われる税金（例：狩猟税） 

● 納める方法による分類 

直接税･･･税金を納める人と税金を負担する人が同じである税金（例：所得税、住民税） 

間接税･･･税金を納める人と税金を負担する人が別になる税金（例：消費税） 

 

県税

普通税

県民税

個人県民税

法人県民税

利子割

配当割

株式等譲渡所得割

事業税

個人事業税

法人事業税

○地方消費税

不動産取得税

○県たばこ税

○ゴルフ場利用税

○軽油引取税

自動車税

環境性能割

種別割

鉱区税

目的税 狩猟税

○は間接税です 

均等割・所得割 
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令和５（2023）年度地方税制改正の概要（県税関係） 

税 目 等 改 正 の 概 要 

個人住民税 

NISA 制度の抜本的拡充・恒久化 ［令和６(2024)年から適用］ 

○ NISA（少額投資非課税制度）について、次のとおり見直しを行う。 

 現 NISA（～令和５年） 新 NISA（令和６年以降） 

 つみたて NISA 一般 NISA つみたて投資枠 成長投資枠 

 いずれかを選択 併用可 

年間投資上限額 ４０万円 １２０万円 １２０万円 ２４０万円 

非課税保有期間 ２０年間 ５年間 無期限化 無期限化 

非 課 税 

保 有 限 度 額 
８００万円 ６００万円 

１,８００万円 

 １,２００万円(内数) 

口 座 開 設 期 間 平成３０年～令和１９年 平成２６年～令和５年 恒久化 恒久化 

投 資 対 象 商 品 投資信託 株式･投資信託等 投資信託 株式・投資信託等 
 

自 動 車 税 

環境性能割の税率区分の見直し ［※１ 令和６(２０２４)年１月１日施行、※２ 令和７(2025)年４月１日施行］ 

○ 環境性能割の各税率区分について、燃費基準を令和５年末まで据え置き、令和６年から段階的に引き上げる。 

税率 
対象車（例：自家用乗用車） 

（令和５年４月～） （令和６年１月～）※１ （令和７年４月～）※２ 

非課税 

電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車 

令和１２年度燃費基準 

８５％達成～ 

令和１２年度燃費基準 

85％達成～ 

令和１２年度燃費基準 

95％達成～ 

１％ 75％達成～ 80％達成～ 85％達成～ 

２％ 60％達成～ 70％達成～ 75％達成～ 

３％ 上記以外 又は 令和２年度燃費基準未達成 

種別割のグリーン化特例の見直し ［令和５(2023)年４月１日施行］ 

○ 電気自動車等を取得した場合における現行の軽課措置（翌年度の種別割▲７５%軽減）等について、適用期限を

３年延長する。 

燃費・排ガス不正行為への対応 ［令和６(2024)年１月１日施行］ 

○ 不正により生じた納付不足額に係る納税義務を当該不正を行ったメーカーに負わせる特例規定について、税制

上の再発抑止策を強化するため、納付不足額を徴収する際に加算する割合（現行：１０%）を３５%に引き上げる。 

不動産取得税 

固定資産税 

質問検査権の対象の明確化 ［令和６(2024)年４月１日施行］ 

○ 固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権について、家屋の評価に必要な図面等を、納税義務者に加え、

当該家屋の施工業者等からも入手することができることを法令上明確化する。 

そ の 他 

加算金制度の見直し ［令和６(2024)年１月１日施行］ 

○ 不申告加算金の割合（現行：１５%（納付すべき税額が５０万円を超える部分は２０%））について、納付すべき税額

が３００万円を超える部分に対する割合を３０%に引き上げる。 

○ 期限後申告等があった場合において、前年度及び前々年度の当該期限後申告等に係る地方税について、不申告

加算金若しくは不申告加算金に代えて課される重加算金を課されたとき、又は不申告加算金等に係る決定をすべ

きと認めるときに、その期限後申告等に基づき課する不申告加算金又は重加算金の割合を１０%加重する。 

ふるさと納税における前指定対象期間に係る基準不適合等への対応 ［令和５(2023)年４月１日施行］ 

○ ふるさと納税の地方公共団体の指定の取消しについて、前の指定対象期間における基準不適合等の事案に対応

できるよう、２年前にまで遡って取消事由とすることを可能とする。 
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県民税 

県民税は、県の仕事に必要な経費を広く県民の皆さんに負担してもらい、地方自治への関心を高めようという趣旨

で設けられた税です。 

市町村には、市町村民税※があり、県民税と合わせて通常「住民税」と呼んでいます。 

※均等割：3,５００円、所得割：課税所得金額×６/１００ 

個人の県民税 

納 め る 人 

● １月１日現在、県内に住所がある個人 ………………………………………………………均等割と所得割 

● １月１日現在、県内に事務所、事業所、家屋敷を有する個人で、その市町村に住所がない人……均等割  

納 め る 額 

均 等 割 2,２００円 

所 得 割 課税所得金額×４/１００ 

（注１） 均等割のうち７００円は「とちぎの元気な森づくり県民税 （P１８参照）」です。 

（注２） 平成２６（２０１４）年度から令和５（2023）年度までの間、東日本大震災復興基本法第２条に定める基本理念に基づき、地

方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保することを目的として、均等割５００円が加算されています。 

（注３） 退職所得と土地建物などの譲渡による所得は、別の方法で計算されます。 

 

 

 

 

所 得 控 除 

項    目 控      除      額 

雑 損 控 除 

次のいずれか多い金額 

①（損失額－保険等により補填される金額）－（総所得金額等の合計額×1/１０） 

②災害関連支出の金額－５０,０００円 

医 療 費 控 除 

次のいずれかの金額 

①（医療費－保険等により補填される金額）－（総所得金額等の合計額×5/100 又は１０万円のいず

れか低い額） （限度額２００万円） 

②対象医薬品の購入対価－12,０００円 （限度額 88,０００円） 

社 会 保 険 料 控 除 支払った金額 

小規模企業共済等掛金控除 支払った金額 

生 命 保 険 料 控 除 

①平成２４（２０１２）年１月１日以後に締結した保険契約等 （新契約） 

一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険のそれぞれにつき支払った保険料が 

12,０００円以下 ･･････････････････ 支払った金額 

12,０００円超 ３２,０００円以下 ･････ 支払った金額×１/２＋6,０００円 

３２,０００円超 5６,０００円以下 ･････ 支払った金額×１/4＋１４,０００円 

５６,０００円超 ････････････････････・ 28,０００円 

※それぞれの適用限度額は 28,０００円 

②平成 23（2011）年１２月３１日以前に締結した保険契約等 （旧契約） 

一般生命保険、個人年金保険のそれぞれにつき支払った保険料が 

◆ 所得割の計算方法（一般的な例） 

 前年の収入  －  必要経費（給与所得者は給与所得控除額）  －  各種所得控除額  ＝  課税所得金額  

 課税所得金額  ×  税率  －  調整控除額  －  税額控除額  ＝  所得割額  
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15,０００円以下 ･･････････････････ 支払った金額 

15,０００円超 ４０,０００円以下 ･････ 支払った金額×１/２＋7,５００円 

40,０００円超 70,０００円以下 ･････ 支払った金額×１/4＋17,５００円 

70,０００円超 ････････････････････・ 35,０００円 

※それぞれの適用限度額は 35,０００円 

 

※①の新契約と②の旧契約の両方について保険料の控除の適用を受ける場合、それぞれの保険料の

適用限度額は 28,０００円 

※各種保険料の控除を合計した適用限度額は 70,０００円 

地 震 保 険 料 控 除 

①支払った地震保険料×1/2 （限度額２５,０００円） 

②平成１８（２００６）年１２月３１日までに契約した長期損害保険 

（支払った保険料のうち 5,０００円までの部分の全額）＋（5,０００円を超える部分の金額×1/2）

（限度額１０,０００円） 

①と②の合計の限度額２５,０００円 

障 害 者 控 除 
２６万円 （特別障害者は３０万円。同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ同居している

場合は５３万円） 

ひ と り 親 控 除 ３０万円 

寡 婦 控 除 ２６万円 

勤 労 学 生 控 除 ２６万円 

配 偶 者 控 除 

一  般   最高３３万円 

７０歳以上   最高３８万円 

（納税義務者の所得金額に応じて控除額が変動します。） 

配 偶 者 特 別 控 除 最高３３万円 （配偶者に所得があれば、所得に応じて減額されます。） 

扶 養 控 除 

一  般 ３３万円 

70 歳以上 ３８万円 

特  定（注） ４５万円 

同居老親等 ４５万円 

基 礎 控 除 最高４３万円 （納税義務者の所得金額に応じて控除額が変動します。） 

（注） 平成２４（２０１２）年度から、特定扶養親族は、１９歳から２２歳までとなりました。 

 

寄附金税額控除 

地方公共団体等に対し、２,０００円を超える寄附を行った場合、申告により県民税及び市町村民税の控除が受けら

れます。 

● 地方公共団体に対する寄附金 （いわゆる「ふるさと納税」） 

※一定の要件を満たす寄附者については、ふるさと納税ワンストップ特例の申請をすることで、申告を省略するこ

とができます。 

● 住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部 

● 条例で指定した寄附金 （社会福祉法人や学校法人等） 

控除額  （寄附金−2,０００円）×４％ （市町村民税６％） 

※ふるさと納税の場合は上記に加え、特例控除（所得割額の２割を上限）が受けられます。 
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住宅借入金等特別税額控除 

所得税について住宅ローン控除を受けた場合、所得税から控除しきれなかった額が、翌年分の県民税及び市町村

民税から控除されます。 

対象 平成１１（１９９９）年から平成１８（２００６）年まで、又は平成２１（２００９）年から令和７（２０２５）年までに入居し、

所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった控除額がある場合 

 

申告と納税 

● ３月１５日までに住所地の市町村に申告書を提出しなければなりません。ただし、税務署に所得税の確定申告書を

提出した人や給与所得のみの人は、この必要はありません。 

● 納税方法は次のとおりとなります。 

 ・給与所得者の方 

６月から翌年５月までの年１２回に分けて、毎月の給与から特別徴収（給与からの差引き）されます。 

 ・公的年金受給者の方 

６５歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務がある方についての個人住民税は特

別徴収（公的年金からの引き落とし）となります。 

年６回に分けて、支給される年金から特別徴収されます。 

 ・上記以外の方 

お住まいの市町村から送付される納税通知書（納付書）により、年４回金融機関や市役所・町役場の窓口等で納

めることになっています。 
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法人の県民税  

納 め る 人 

区 分 均等割 法人税割 

県内に事務所、事業所（本店・支店・工場など）を設けている法人 ○ ○ 

県内に寮・宿泊所・クラブなどのみがある法人 ○ ― 

県内に事務所等又は寮等を設けている、法人でない社団又は財団

で代表者や管理人の定めがあるもの 

収益事業を行うもの ○ ○ 

収益事業を行わないもの ― ― 

非課税に該当しない公益法人など 
収益事業を行うもの ○ ○ 

収益事業を行わないもの ○ ― 

○が申告・納税義務があることを示します。 

納 め る 額  

● 均等割………資本金等の額（注）に応じて定額 

区 分 従前の均等割額 
平成 20（2008）年 

４月１日から（改正後） 

下記以外の法人 年額       ２０,０００円 年額       ２１,４００円 

資本金等の額が 1,000 万円を超え１億円以下の法人 年額       50,０００円 年額       ５３,５００円 

資本金等の額が１億円を超え１０億円以下の法人 年額    130,０００円 年額      １３９,10０円 

資本金等の額が１０億円を超え５０億円以下の法人 年額    ５４０,０００円 年額      ５７７,８００円 

資本金等の額が５０億円を超える法人 年額    ８００,０００円 年額      ８５６,０００円 

（注） 平成 27（2015）年４月１日以後に開始する事業年度分から、税率区分の基準である「資本金等の額」について、法人税法に

規定する資本金等の額に無償増資の額を加算し、無償減資又は資本準備金等を取り崩して欠損てん補等に充てた額を控除す

るとともに、当該加減算後の「資本金等の額」が、「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合は、「資本金」と「資本準備

金」の合計額を、均等割の税率区分の基準とすることになりました。 

    なお、平成 27（2015）年４月１日より前に開始する事業年度については、税率区分の基準である「資本金等の額」は、法人

税法第２条第 16 号又は第 17 号の２に規定する額をいいます。 

● 平成２０（２００８）年４月１日以後に開始する各事業年度分から「とちぎの元気な森づくり県民税」として従前の均

等割額の７％が加算されています。 （P1８参照） 

● 法人税割……法人税額×次の税率 

区 分 

税 率 

令和元（2019）年 

９月３０日まで（改正前） 

令和元（2019）年 

１０月１日から（改正後） 

・資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人 

・法人税額が年１千万円を超える法人 

・保険業法に規定する相互会社 

4.0% 1.8% 

上記以外の法人 3.2% 1.0% 

● 法人県民税法人税割の税率は、令和元（２０１９）年１０月１日以後に開始する事業年度から、改正後の税率が適用

されます。 

● 平成２８（２０１６）年度地方税制改正において、地域間の財源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、

法人住民税法人税割（県民税、市町村民税）の税率を引下げ、その引下げ分に相当する額については、地方法人税

（国税）を拡充し、地方交付税原資とすることになりました。 
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地方法人税は、法人税を納める義務のある法人が、法人税額を課税標準とし、法人税の申告期限までに、国（税

務署）に申告納付します。 

申告と納税  

 法人の県民税と法人の事業税を併せて申告し、納めることになっています。 

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限 

①中間申告  

（法人税で中間申告の

義務がある法人、収入

金額課税法人及び外

形標準課税法人） 

予定申告 

法人県民税 
前事業年度の法人税割額 ×６／前事業年度の

月数＋均等割額 

事業年度開始の日から

６か月を経過した日から

２か月以内 

法人事業税 前事業年度の税額／前事業年度の月数 ×６ 

仮決算に 

基づく 

中間申告 

法人県民税 法人税額 × 税率＋均等割額 

法人事業税 

仮決算の所得（収入）金額 × 税率 

※仮決算の所得割（収入割）、付加価値割及び資

本割の合算額 

②確定申告 

（③④に該当するものを除く） 

法人県民税 （法人税額×税率＋均等割額）－中間納付額 

事業年度終了の日から

２か月以内（注１） 法人事業税 

所得（収入）金額×税率－中間納付額 

※（各事業年度に係る所得割（収入割）、付加価

値割及び資本割の合算額）－中間納付額 

③解散法人の申

告 

清算中の事業年度

が終了した場合の

申告 

法人県民税 法人税額 × 税率＋均等割額 

事業年度終了の日から

２か月以内 法人事業税 

所得（収入）金額 × 税率 

※清算中の事業年度に係る所得割（収入割）及

び付加価値割の合算額 

残余財産が確定し

た場合の申告 

法人県民税 法人税額×税率＋均等割額 残余財産確定の日から１

か月以内（注２） 法人事業税 所得金額×税率 

④公共法人、公益法人等で法人税が課

税されないもの 
法人県民税 均等割額 ４月３０日 

※は、外形標準課税対象法人（P20 参照）に適用 

（注１） 定款等の定め又は特別な事情により、各事業年度終了の日から２月以内に定時総会が招集されない常況にある法人にあ

っては、３か月（連結法人は４か月）以内。 

会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより各事業年度の終了の日から３月以内に定時総会が招集されな

い常況にある法人にあっては、６か月を超えない範囲で知事が指定する月数の期間内。 

（注２） 残余財産確定の日から１か月以内に、残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる前日まで 

● ２以上の都道府県に事務所・事業所がある法人については、分割基準により関係都道府県ごとにあん分計算した

税額を申告納付します。 

● 以下の法人は、令和２（２０２０）年４月１日以降に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税について eLTAX

による申告が義務化されます。 

（１）事業年度開始の時において資本金の額等が１億円を超える法人 

（２）相互会社、投資法人、特定目的会社 

 

 

 

インターネットでカンタン申告「eLTAX」 

詳しくは、eLTAX ホームページをご覧ください。 

https://www.eltax.lta.go.jp/
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県民税利子割 

納 め る 人 

県内の金融機関などから利子等（預貯金の利子のほか、懸賞金付預貯金等の懸賞金等、定期積金の給付補填金な

どの金融類似商品の収益も含みます。）の支払を受ける個人 

※平成２８（２０１６）年１月１日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等は利子割の課税対象から除外され、配

当割の課税対象となりました。 （特定公社債とは国債、地方債、外国債、公募公社債等です。） 

※平成２８（２０１６）年１月１日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者について、利子等の支払を

受ける法人は除外されました。 

これに伴い、法人県民税法人税割からの利子割控除も廃止されます。 

納 め る 額  

 

 

 

非 課 税  

● 障害者等に対する利子 

・少額預金の利子………元本３５０万円まで 

・少額公債の利子………元本３５０万円まで 

・郵便貯金の利子………元本３５０万円まで （郵政民営化前に預け入れられた定期性郵便貯金に限ります。） 

（注） 障害者等とは、身体障害者、寡婦年金受給者などをいいます。 

● 財形住宅・財形年金貯蓄の利子…合計貯蓄額５５０万円まで 

申告と納税 

利子等の支払をする金融機関などが毎月１０日までに前月分をまとめて申告し、納めることになっています。 

そ の 他  

収入額の５９.４％が市町村に交付されます。 

 

 

 

 

県民税配当割 

納 め る 人 

県内に住所を有し、株式会社などから配当等（一定の上場株式等の配当等）の支払を受ける個人 

※平成２８（２０１６）年１月１日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等と割引債の償還差益（特定口座に支払

われるものを除きます。）が配当割の課税対象に加わりました。 （特定公社債とは国債、地方債、外国債、公募公社

債等です。） 

 

納 め る 額 

 

 

 

 

 

支払を受ける利子等の額×５％ 

（このほかに所得税及び復興特別所得税として 15.315％を税務署に納付） 

支払を受ける配当等の額×５％ 

（このほかに所得税及び復興特別所得税として 15.315％を税務署に納付） 
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申告と納税 

配当等の支払をする株式会社などが毎月１０日までに前月分をまとめて申告し、納めることになっています。 

※源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割 

上場株式等の配当等のうち源泉徴収選択口座（所得税において源泉徴収ありを選択した特定口座）に受け入れたも

の（源泉徴収選択口座内配当等）に係る配当割の額は、当該口座内に上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、そ

の年中の源泉徴収選択口座内配当等の額の総額とその上場株式等の譲渡損失の金額との間で損益通算をした残額

に税率を乗じて計算した金額となります。 

この場合、源泉徴収選択口座内配当等の支払を取り扱う証券会社等が、翌年１月１０日までに申告し、納めることに

なっています。 

そ の 他 

収入額の５９.4％が市町村に交付されます。 

 

県民税株式等譲渡所得割 

納 め る 人 

県内に住所を有し、証券会社等から株式等の譲渡益（源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡に係る所得金

額）の支払を受ける個人 

※平成２８（２０１６）年１月１日以後の源泉徴収口座内の特定公社債等の譲渡に係る譲渡所得等が株式等譲渡所得割

の課税対象に加わりました。 （特定公社債とは国債、地方債、外国債、公募公社債等です。） 

納 め る 額 

 

 

 

申告と納税 

株式等の譲渡益の支払をする証券会社等が年間の損益を通算し、翌年の１月１０日までに申告し、納めることになっ

ています。 

そ の 他 

収入額の５９.4％が市町村に交付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払を受ける株式等譲渡益の額×５％ 

（このほかに所得税及び復興特別所得税として 15.315％を税務署に納付） 
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とちぎの元気な森づくり県民税 

森林は、きれいな空気や水を育み、地球温暖化の防止にも貢献するなど様々な働きを持っています。しかし、現在森

林の高齢化や境界等が不明な森林の増加などが課題となっています。 

そこで県では、森林の若返りなどに取り組み、元気な森を次世代に引き継いでいくために、「とちぎの元気な森づく

り県民税」を導入して県民の皆様にご負担いただいております。豊かな森林を守り育てるために、ご協力をお願いしま

す。 

 

納 め る 人 

県民税均等割の納税義務者と同じです。 

● 個人……県内に住所、家屋敷等を有する個人 （Ｐ１１参照） 

● 法人……県内に事務所等を有する法人 （Ｐ１４参照） 

 

納 め る 額 

従前の県民税均等割に次の金額が加算されます。 

● 個人……年額７００円 （課税期間は、平成２０（2008）年度分から令和９（2027）年度分まで） 

● 法人……従前の均等割額（P１４参照）の７％ （課税期間は、平成２０（2008）年４月１日から令和１０（2028）年

３月３１日までの間に開始する各事業年度分） 

 

納 め る 方 法 

県民税均等割額に上記の金額を加算し、県民税の一部として納めていただきます。 

● 個人 

・県民税が給与から差引きの方…１年分を６月から翌年５月までの１２か月に分けて毎月の給与から差し引かせてい

ただきます。 

・上記以外の方……………………お住まいになっている市や町からの納税通知書により納めていただきます。 

● 法人 

平成２０（2008）年４月１日以後に開始する事業年度分から申告し、納めます。 

 

使 い み ち 

納めていただいた税金で主に次の事業を行っていきます。 

● 森林の若返りに向けた伐採後の植栽・下刈り、獣害対策などへの支援 

● 里山林の持続的な保全のための支援 

● 森林を適正に整備・管理していくための地籍調査への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とちぎの元気な森づくり県民税の導入の趣旨や使いみちについては、県環境森林政策課 

（TEL028-623-3302）にお問い合わせください。 

 とちぎの元気な森づくり県民税事業                                検 索 
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事業税 

個人の事業税 

納 め る 人  

県内に事務所・事業所を持ち、次の事業を行う個人 

区  分 事 業 の 種 類 

第一種事業 物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、運送業、請負業、飲食店業、その他一般の営業等の３７業種 

第二種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業の３業種 

第三種事業 
医業、あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業、弁護士業、装蹄師業、コン

サルタント業、理容業、美容業、その他の自由業等の３０業種 

納 め る 額 

 

 

 

 

● 所得金額の計算方法は、原則として所得税における事業所得又は不動産所得の計算方法と同じですが、個人の事

業税では、青色申告特別控除の適用はありません。 

● 事業専従者給与（控除）額は、次のとおりです。 

・青色申告者 … 青色事業専従者に支払われた給与額 

・白色申告者 … 配偶者 ８６万円 

        その他 ５０万円 

（注１） 各種控除額 

 ・事業主控除 … ２９０万円 （事業期間が１年に満たない場合は、月割） 

 ・損失の繰越控除 （青色申告者のみ） 

 ・被災事業用資産の損失の繰越控除 

 ・事業用資産の譲渡損失の控除・繰越控除 （繰越控除は、青色申告者のみ） 

（注２） 税率 

 ・第一種事業 … ５％ 

 ・第二種事業 … ４％ 

 ・第三種事業 … ５％ 

ただし、あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業は３％ 

申告と納税 

● 申告 

・３月１５日までに事務所・事業所所在地の都道府県に申告しなければなりませんが、所得税の確定申告書又は住民

税の申告書を提出した人は、個人の事業税の申告書を提出する必要はありません。 

・年の途中で事業をやめた人は、やめた日から１か月以内に申告することになっています。 

● 納税 

県税事務所から送付される納税通知書（納付書）により８月（第１期）と１１月（第２期）に納めることになっています。 

なお、税額が１万円以下の場合は第１期に一括して納めます。 

 

 

◆ 税額の計算方法 

 前年の事業の総収入金額  ―  （事業専従者給与（控除）額を含む）事業の必要経経費  ＝  所得金額  

（ 所得金額  ―  各種控除額（注１)  ）×  税率（注２) ＝ 税額  

個人の事業税・自動車税（種別割）の納税は便利な口座振替で（詳しくはＰ３９参照） 
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法人の事業税 

納 め る 人 

区  分 法人事業税 

県内に事務所、事業所（本店・支店・工場など）を設けている法人 ○ 

県内に寮・宿泊所・クラブなどのみがある法人 ― 

県内に事務所等又は寮等を設けている、法人でない社団又は財団で

代表者や管理人の定めがあるもの 

収益事業を行うもの ○ 

収益事業を行わないもの ― 

公益法人 
収益事業を行うもの ○ 

収益事業を行わないもの ― 

○が申告・納税義務があることを示します。 

納 め る 額 

区 分 法人の種類 課税標準の区分 

税   率 

令和元

（2019）年 

１０月１日 

から 

（1） 

令和２

(2020）年

４月１日 

から 

（2） 

令和４

（2022）年

４月１日 

から 

（3） 

①所得金額

課税法人

（②、③、

④以外の

法人） 

普通法人 

所得のうち年４００万円以下の金額 3.5％ 3.5％ 3.5％ 

所得のうち年４００万円を超え年８００万円以下

の金額 
5.3％ 5.3％ 5.3％ 

所得のうち年８００万円を超える金額 7.0％ 7.0％ 7.0％ 

３以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて

事業を行う法人 
7.0％ 7.0％ 7.0％ 

特別法人 

（農業協同組合、信用

金庫、医療法人等） 

所得のうち年４００万円以下の金額 3.5％ 3.5％ 3.5％ 

所得のうち年４００万円を超える金額 4.9％ 4.9％ 4.9％ 

３以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて

事業を行う法人で、資本金の額又は出資金の額

が１千万円以上の法人の所得 

4.9％ 4.9％ 4.9％ 

②収入金額

課税法人 

電気供給業（送配電部

門）、導管ガス供給業、

保険業、貿易保険業 

収入割 収入金額 1.0％ 1.0％ 1.0％ 

収入割 収入金額 1.0％ 1.0％ 0.４８％ 

特定ガス供給業を行う

法人 

付加価値割 付加価値額 ― ― 0.７７％ 

資本割 資本金等の額 （注） ― ― 0.３２％ 

③外形標準

課税法人 

各事業年度末の資本

金の額又は出資金の

額が１億円を超える法

人 （②及び④、公益法

人、特別法人等を除

く） 

所得割 

所得のうち年４００万円以下の金

額 
0.4％ 0.4％ 

1.0％ 
所得のうち年４００万円を超え 

８００万円以下の金額 
0.7％ 0.7％ 

所得のうち年８００万円を超える

金額 
1.0％ 1.0％ 

３以上の都道府県に事務所又は

事業所を設けて事業を行う法人 
1.0％ 1.0％ 1.0％ 

付加価値割 付加価値額 1.2％ 1.2％ 1.2％ 

資本割 資本金等の額 （注） 0.5％ 0.5％ 0.5％ 
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④電気供給

業を行う法

人（送配電

部門を除

く） 

各事業年度末の資本

金の額又は出資金の

額が１億円を超える法

人 

収入割 収入金額 1.0％ 0.75％ 0.75％ 

付加価値割 付加価値額 ― 0.37％ 0.37％ 

資本割 資本金等の額 （注） ― 0.15％ 0.15％ 

上記以外の法人 
収入割 収入金額 1.0％ 0.75％ 0.75％ 

所得割 所得金額 ― 1.85％ 1.85％ 

（注） 平成２７（２０１５）年４月１日以後に開始する事業年度分から、資本割の課税標準である「資本金等の額」について、法人税法

に規定する資本金等の額に無償増資の額を加算し、無償減資又は資本準備金等を取り崩して欠損てん補等に充てた額を控除

するとともに、当該加減算後の「資本金等の額」が、「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合は、「資本金」と「資本準備

金」の合計額を、資本割の課税標準とすることになりました。 

    なお、平成２７（２０１５）年４月１日より前に開始する事業年度については、資本割の課税標準は、上記の加減算後の「資本金

等の額」となります。 

分 割 基 準 

法人事業税の分割基準は、平成２９（２０１７）年３月３１日以後に終了する事業年度から次のとおりになっています。 

事  業 分  割  基  準 

非製造業 
銀行業､証券業､保険業､運輸･通信業､ 

卸売･小売業､建設業､サービス業等 

課税標準の１/２： 従業者数 

課税標準の１/２： 事務所・事業所数 

製造業 
従業者数 

（資本金又は出資金の額が１億円以上の法人は工場の従業者数を１.５倍） 

鉄道事業、軌道事業 軌道の延長キロメートル数 

ガス供給業、倉庫業 事務所等の固定資産の価額 

電気供給業 

発電事業 
課税標準の３/４：事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額 

課税標準の１/４：事務所等の固定資産の価額 

一般送配電事業、 

送電事業及び特定送配電事業 

課税標準の３/４： 事務所等の所在する都道府県において発電所の発電

用の電気工作物と電気的に接続している電線路の電力

の容量（Kw） 

課税標準の１/４： 事務所等の固定資産の価額 

小売電気事業 
課税標準の１/２： 従業者数 

課税標準の１/２： 事務所・事業所数 

申告と納税  

法人の県民税の「申告と納税」（Ｐ１５）参照。 
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特別法人事業税・特別法人事業譲与税 

平成３１（２０１９）年度地方税制改正において、法人事業税の一部を分離し「特別法人事業税」及び「特別法人事業譲

与税」が創設されました。 

● 特別法人事業税（国税） 

法人事業税（所得割・収入割）の税額を課税標準とし、法人事業税と併せて都道府県に申告し、納めることになって

います。 

 区  分 課税標準 
令和元（２０１９）年

１０月１日から（１） 

令和２（2020）年

４月１日から（２） 

令和４（2022）年

４月１日から（３） 

特別法人事業税

の税率 

所得課税普通法人 
所得割額 

（税額） 

３７.0％ 37.0％ 37.0％ 

所得課税特別法人 34.5％ 34.5％ 34.5％ 

外形標準課税法人 ２６０.0％ 260.0％ 260.0％ 

電気供給業を行う法人 

（送配電部門を除く） 収入割額 

（税額） 

30.0％ 40.0％ 40.0％ 

特定ガス供給業を行う法人 30.0％ 30.0％ 62.5％ 

収入金課税法人 30.0％ 30.0％ 30.0％ 

 

● 特別法人事業譲与税（令和２（2020）年度から譲与） 

特別法人事業税の税収は、人口であん分され、国から都道府県に交付されます。 

 

地方法人特別税・地方法人特別譲与税 

平成２０（2008）年度地方税制改正において、地域間の税源偏在の是正に早急に対応するための暫定措置として、

法人事業税の一部を分離し、「地方法人特別税」及び「地方法人特別譲与税」が創設されました。当該、暫定措置は令

和元（2019）年９月３０日までに開始する事業年度をもって廃止されました。 

 

● 地方法人特別税（国税） 

法人事業税（所得割・収入割）の税額を課税標準とし、法人事業税と併せて都道府県に申告し、納めることになっ

ています。 

 
区  分 課税標準 

平成２６（2014）年

１０月１日から 

平成２７（2015）年

４月１日から 

平成２８（2016）年

４月１日から 

地方法人特別税

の税率 

所得金額課税法人 所得割額 

（税額） 

43.2％ 43.2％ 43.2％ 

外形標準課税法人 67.4％ 93.5％ 414.2% 

収入金額課税法人 
収入割額 

（税額） 
43.2％ 43.2％ 43.2％ 

 

● 地方法人特別譲与税（平成２１（2009）年度から譲与） 

地方法人特別税の税収は、人口（１／２）及び従業者数（１／２）であん分され、国から都道府県に譲与されます。 
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地方消費税 

この税金は、地方分権の推進、地域福祉の充実のため消費に広く負担を求めるもので、消費税（国税）と同様に取引

の各段階で課税されます。 

納 め る 人 

● 課税資産の譲渡等を行った事業者………………………譲渡割（国内取引） 

● 課税貨物を保税地域から引き取る者……………………貨物割（輸入取引） 

※保税地域とは、外国から日本に運び込んだ貨物を置いていても、関税の支払が猶予される場所です。 

納 め る 額 

区  分 令和元（2019）年１０月１日から 

消 費 税 7.8％ 6.24％ 

地方消費税 
2.2％ 

（消費税額の 22／78） 

1.76％ 

（消費税額の 22／78） 

合   計 10.0％（標準税率） 8.0％（軽減税率） 

※地方消費税のうち１２/２２は、社会保障の財源に充てられています。 

申告と納税 

● 譲渡割については当分の間、消費税の申告と併せて所轄の税務署に申告し、納付します。 

● 貨物割については消費税と併せて税関に申告し、納付します。 

そ の 他 

● 国から各都道府県に払い込まれた後、都道府県ごとの消費に相当する額に応じてあん分し、清算されます。 

● 都道府県間の清算後の収入額の２分の１が市町村に交付されます。 

【都道府県間の清算基準】                             【市町村への交付基準】（注） 

指  標 ウェイト 

「小売年間販売額(商業統計)」と「サービス業

対個人事業収入額(経済センサス活動調査)」

の合算額 

１／２ 

「人口（国勢調査）」 １／２ 

 

地方消費税のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指  標 ウェイト 

「人口（国勢調査）」 １／２ 

「従業者数（経済センサス基礎調査）」 １／２ 

（注） 社会保障財源分については、人口のみによりあん分します。 
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不動産取得税 

納 め る 人 

● 土地を売買、贈与、交換、寄附などによって取得した人 

● 家屋を建築（新築、増築、改築）、売買、贈与などによって取得した人 

  （注 1） 相続により不動産を取得した人は、課税になりません。 

納 め る 額 

不動産の価格（課税標準）×税率＝納める額（税額） 

● 不動産の価格 （課税標準） 

不動産の価格（課税標準）とは、家屋を建築（新築・増築・改築）した場合には、固定資産評価基準により評価した価

格となり、土地や家屋を売買贈与などで取得した場合には、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている

価格となります。 

宅地等を取得した場合には、不動産の価格（課税標準）が次のとおり軽減されます。 

令和６（２０２４）年３月３１日までの取得･････････２分の１ 

● 税率 

住宅以外の家屋  ４％ 

住 宅 及 び土 地  ３％ ※令和６（2024）年３月３１日までの取得に限ります。 

住宅及び住宅用土地に関する軽減 

● 一定の条件を満たす住宅 又はその住宅用の土地を取得した場合には、申請により控除又は減額されます。 

 適用される場合 控除額又は減額 

住宅に関する 

軽 減 

住宅を新築した場合、新築未使用住宅を購入した場合 
１戸につき１,２００万円を価格から控除 （注２） 

（共同住宅の場合は１区画ごとの価格から控除） 

個人が中古住宅を取得した場合 中古住宅の新築当時の住宅控除額を価格から控除 

住宅用土地に 

関 す る 軽 減 

土地の取得が、住宅の新築前３年以内又は新築後１年以内

の場合 

土地の税額から次のうち高い方の額を減額 

（１）４５,000 円 

（２）土地の１㎡当たりの価格（注３） 

×住宅の床面積の２倍（２００㎡を限度）×３％ 

土地の取得が、中古住宅の取得前１年以内又は取得後１年

以内のとき 

新築後１年以内の土地付き未使用住宅を取得した場合 

（注 2） 認定長期優良住宅の取得が令和６（2024）年３月３１日までに行われた場合は、価格から１,３００万円が控除されます。 

認定長期優良住宅とは、一定以上の住宅性能（耐久性、耐震性、可変性、維持保全の容易性）を有し、建築に当たって維持保

全に関する計画が作成された住宅で、所管する行政庁が認定したものをいいます。 

（注 3） 土地の１㎡当たりの価格は、不動産の価格に２分の１を乗じた額を土地の面積で除した額となります。 

● 一定の条件を満たす住宅 

住 宅 の 区 分 条     件 

新築住宅・新築未使用住宅 
延床面積が５０㎡以上２４０㎡以下の住宅 

（戸建以外の貸家住宅については、１区画の床面積が４０㎡以上２４０㎡以下の住宅） 

増築、改築した住宅 増築又は改築後の延床面積が５０㎡以上２４０㎡以下の住宅 

中古住宅（耐震基準適合既存住宅） 

（一戸建・マンション等） 

延床面積が５０㎡以上２４０㎡以下の自己居住用の住宅でかつ昭和５７（1982）年１月１日以降

に新築された住宅 （注４） 

（注４） 昭和５６（１９８１）年１２月３１日以前に新築された住宅は、新耐震基準に適合していることの証明書が必要です。 

   ※個人が耐震基準適合既存住宅でない中古住宅を取得した場合も、一定の要件を満たしたときは、住宅及びその土地に関す

る軽減措置を受けられる場合があります。 
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控除等 

● 公共事業のために不動産を収用された人、譲渡した人又は移転補償を受けた人が、一定の期間内に代わりの不動

産を取得した場合には、不動産取得税の控除又は減額が受けられます。 

● 栃木県県税条例の規定により、災害による被害を受けた不動産の代わりの不動産の取得などに対しては、不動産

取得税の減免が受けられます。 

免税 

● 価格が１０万円未満の土地を取得したとき。 

● 価格が２３万円未満の家屋を建築（新築・増築・改築）したとき又は価格が１２万円未満の家屋を取得（建築を除く）

したとき。 

申告と納税 

● 県税事務所から送付される納税通知書により定められた期限までに納めることになっています。 

税額の計算例 

令和５（２０２３）年５月に土地を購入し、同年１０月、その土地の上に住宅を新築しました。 

この場合の不動産取得税を計算してみます。 

【土 地】面   積 ２５０㎡  不動産の価格 １,０００万円 

【住 宅】延床面積 １５０㎡  不動産の価格 １,５００万円 

 

【１】住宅の税額 

①この住宅は、延床面積１５０㎡で、５０㎡以上 240 ㎡以下の住宅なので、１戸につき 1,200 万円 

（※認定長期優良住宅の場合は１,３００万円）を価格から控除する軽減措置が受けられます。 

②課税標準額 １,５００万円－１,２００万円＝３００万円 

③税額の計算 ３００万円×3％＝9 万円…………………………………………（１） 

※認定長期優良住宅の場合 

②課税標準額 １,５００万円－１,３００万円＝２００万円 

③税額の計算 ２００万円×３％＝６万円……（１）’ 

 

【２】土地の税額 

①不動産の価格の２分の１が課税標準額になります。 

１，０００万円×1/2＝５００万円 

②減額前の税額の計算 

５００万円×3％＝１５万円 

③減額申請をすることにより、住宅用土地の軽減措置が受けられます。 

・課税標準額の１㎡当たりの額 ５００万円÷２５０㎡＝２万円 

・住宅の床面積の２倍（２００㎡が限度） １５０㎡×2＝３００㎡≧２００㎡∴２００㎡ 

・減額される額（最低４万５千円） 

２万円×２００㎡×3％＝１２万円 １２万円≧４万５千円∴１２万円 

④減額後の税額の計算 

１５万円－１２万円＝３万円 ……………………………………………………（２） 

 

したがって、納付する税額は、 （１） ＋ （２） ＝ １２万円 となります。 

（※認定長期優良住宅の場合の納付税額は、 （1）’ + （２） ＝ ９万円 ） 
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県たばこ税 

納 め る 人 

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者（たばこの輸入業者）及び卸売販売業者（以下「卸売販売業者等」といいま

す。）（この税金は、たばこの小売価格に含まれていますので、最終的にはたばこの消費者が負担することになりま

す。） 

納 め る 額 

 

 

● 紙巻たばこ以外の製造たばこ（葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ等）については、重量を紙巻たばこの本数に

換算する方法により、課税されます。 

● 葉巻たばこのうち１本１グラム未満の軽量な葉巻たばこについては、当該葉巻たばこの本数を紙巻たばこの本数に

換算する方法により、課税されます。 

● 加熱式たばこについては、重量と価格をもとに紙巻たばこの本数に換算する方法により、課税されます。 

（税率：円／1,000 本） 

 現  行 

R3（2021）.10.1～ 

地方のたばこ税 7,622 

 都道府県たばこ税 1,070 

 市町村たばこ税 6,552 

（参考）国のたばこ税 7,622 

 

申告と納税 

卸売販売業者等が、原則として、毎月末日までに前月分を宇都宮県税事務所に申告し、納めることになっていま

す。 

そ の 他 

たばこには、県たばこ税のほかにも、国や市町村のたばこ税が課税されています。 

 

 

たばこ 1 箱（２０本入り）に含まれる税金 

 

 

原材料・利潤など

国たばこ税
136.04円

たばこ特別税　16.40円

市町村たばこ税
131.04円

県たばこ税　21.40円

消費税と地方消費税

304.88
円
＋

消費税と
地方消費

税

国のたばこ税
152.44円

地方のたばこ税
152.44円

売り渡した紙巻たばこの本数 1,000 本当たり 1,070 円 
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ゴルフ場利用税 

納 め る 人  

ゴルフ場を利用した人 

 

納 め る 額 

 

 

 

● 次の方が利用する場合は、非課税となります。 

・年齢１８歳未満又は７０歳以上の人 

・身体等に障害がある人（知的・精神障害、戦傷病者等を含みます。） 

・国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手（公式練習、県予選会を含みます。） 

・学校の授業又は課外活動として利用する学生、生徒及び引率の教員 

・オリンピック等の国際競技大会のゴルフ競技に参加する選手（公式練習を含みます。） 

 

● 栃木県では、次の方が利用する場合は、税率が２分の１に軽減されます。 

・年齢６５歳以上７０歳未満の人 

・（公財）日本ゴルフ協会等県が定める団体が主催する競技会に出場する選手（公式練習を含みます。） 

・早朝・薄暮の利用者（承認を受けているゴルフ場で、９ホールまでの利用に限られます。） 

（注） 非課税、税率の軽減（早朝・薄暮を除く。）とも、ゴルフ場に申請の上、必要事項について運転免許証・マイナンバーカード・

身体障害者手帳・学生証等により証明することが必要です。 

 

申告と納税 

ゴルフ場の経営者が毎月１５日までに前月分をまとめて申告し、納めることになっています。 

 

 

                                       ※令和５（２０２３)年１０月１６日利用開始 

 

そ の 他 

収入額の７０％がゴルフ場所在の市町村に交付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１人１日につき………………………………………３００円～１,２００円（税率） 

ゴルフ場ごとに、利用料金や規模に応じて決定されます。 

インターネットでカンタン申告「eLTAX」 

詳しくは、eLTAX ホームページをご覧ください。 

https://www.eltax.lta.go.jp/
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軽油引取税 

納 め る 人 

特約業者又は元売業者から軽油の引取りをした人（この税金は、軽油代金に含まれていますので、最終的には軽油

の消費者が負担することになります。） 

また、販売業者などが、自動車の燃料として灯油などを販売した場合や軽油を輸入した場合には、その販売又は輸

入した人 

 

納 め る 額 

 

  

 

免   税 

自動車の燃料以外で農業用、林業用などの法律で定める特定の用途に軽油を使用する場合は、県税事務所に申請

して免税証の交付を受け、これと引き換えに軽油を購入したときに限り免税となります。 

 

申告と納税 

特約業者又は元売業者が軽油の納入地所在の都道府県（栃木県は栃木県税事務所）に毎月末日までに前月分をま

とめて申告し、納めることになっています。 

また、灯油などを自動車の燃料として販売した人も同様に申告し、納めることになっています。 

なお、軽油を輸入する人は、輸入の許可の時までに、その都度申告して納めることになっています。 

 

製造等の承認 

次のような場合には、知事の承認が必要になります。 

● 軽油に灯油や重油などを混和するとき。 

● 灯油と重油を混和することなどによって軽油を製造するとき。 

● 灯油や重油などを自動車の燃料として譲渡するとき。 

● 灯油や重油などを自動車の燃料として消費するとき。 

 

不正軽油に関する主な罰則 

軽油引取税を脱税した場合 懲役１０年以下 罰金１,０００万円以下 

製造等の承認を受けずに軽油を作ったり、軽油に灯油などを混和した場合 
懲役１０年以下 罰金１,０００万円以下 

（法人重科）３億円以下 

不正軽油を製造するための原料や薬品、施設などを提供した場合 
懲役７年以下 罰金７００万円以下 

（法人重科）２億円以下 

不正軽油を運搬、保管、取得した場合 
懲役３年以下 罰金３００万円以下 

（法人重科）１億円以下 

 

 

 

 

１キロリットルにつき………………………………………………３２,１００円 



 

29 
 

不正軽油撲滅！ 

不正軽油は、主に税金が課税されていない灯油や重油を、軽油等と不正に混ぜて製造し、「軽油」と偽って販売又は

使用されるため、軽油引取税が納められていません。 

こうした不正軽油の製造、販売、使用は、脱税行為であるばかりでなく、ディーゼル車の排ガス中の有害物質を増加

させる等、環境に悪い影響を与えるものです。 

県では、不正軽油撲滅のため、事業所等に対する調査や県内幹線道路等での自動車の燃料抜取調査を実施してい

ます。調査への御協力をお願いします。 

 

● 不正軽油であると知りながら購入すると、地方税法違反で処罰されることがあります。 

購入する際には、出荷元を確認するなど十分注意してください。 

 

不正軽油 110 番 

県と関係団体で構成される不正軽油撲滅推進協議会では、不正軽油の撲滅に取り組んでいます。不正軽油に関す

る情報を「不正軽油１１０番」にお寄せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらの二次元コードをスマートフォン等で読み取り、表示された入力フォームから情報提供 

することができます。 

 

 

栃木県不正軽油撲滅推進協議会 

               栃木県石油商業組合、（一社）栃木県トラック協会、（一社）栃木県バス協会 

栃 木 県 砕 石 工 業 協 同 組 合 、 （ 一 社 ） 栃 木 県 建 設 業 協 会 

国 土 交 通省 関 東運 輸 局栃 木 運 輸支 局 、栃 木 県、栃 木 県 警察 本 部 

 

 

 

 

 

 

不 正 軽 油 １ １ ０ 番 
☎ 0282－23－3862 

FAX 0282－23－3879 

栃木県税事務所（軽油引取税調査担当） 
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自動車税 

環境性能割  

納 め る 人 

自動車を取得した人（ただし、ローンで購入した自動車で売主がその所有権を留保しているときは買主） 

納 め る 額 

 

 

● 電気自動車等の一定の自動車は非課税となります。 

乗用車の場合 

区         分 
税   率 （注３） 

自 家 用 営 業 用 

電気自動車等 
非課税[非課税] 

非課税[非課税] ガソリン車 

LPG 車 

クリーンディーゼル車 

ハイブリッド車 

令和１２年度基準８５％達成 （注 1） 

令和１２年度基準８０％達成 （注 1） １％[１％] 

令和１２年度基準７５％達成 （注 1） １％[２％] 非課税[0.5％] 

令和１２年度基準７０％達成 （注 1） ２％[２％] ０.５％[０.５％] 

令和１２年度基準６５％達成 （注 1） 
２％[３％] 

0.5％[１％] 

令和１２年度基準６０％達成 （注 1） １％[１％] 

上記以外又は令和２年度基準未達成 ３％[３％] ２％[２％] 

（注１） Ｈ30 排出ガス基準から窒素酸化物等 50％低減（★★★★）又は H17 排出ガス基準から窒素酸化物等 75％低減

（★★★★）に限ります。 

（注２） 令和４（2022）年４月から令和５（2023）年１２月までの間に取得したクリーンディーゼル車については、非課税となりま

す。 

(注３) [ ]内は、令和６（２０２４）年１月以降に取得した自動車に対して適用される税率です。 

免   税 

取得したときの「取得のために通常要する価額」が５０万円以下のとき。 

免   除 

心身に障害がある人などの移動のために使用すると認められる自動車で、障害の程度等一定の条件を満たす場合

は、申請により免除されます。 

申告と納税 

自動車を取得した人が、運輸支局に登録申請をする際、自動車税事務所に申告し、納めることになっています。 

そ の 他 

● 収入額の４０.85％が県内の市町に交付されます。 

● 令和元（2019）年１０月１日から新設されました。 

特 例 措 置 

以下の特例措置があります。 

● バリアフリー性能の優れた自動車の取得に係る自動車税（環境性能割）の課税標準の特例措置 

● 先進安全自動車（ASV）の取得に係る自動車税（環境性能割）の課税標準の特例措置 

● クリーンディーゼル乗用車の取得に係る自動車税（環境性能割）の非課税措置 

 

取得した自動車の環境性能に応じて、自動車の取得価額の１、２、３％（営業用は最大２％） 
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種 別 割 

納 め る 人 

自動車の所有者 （ただし、ローンで購入した自動車で売主がその所有権を留保しているときは買主） 

納 め る 額 

主なものは次のとおりです。 

区        分 

税     率 

自 家 用 

営 業 用 令和元年９月３０日 

以前初回新規登録 

令和元年１０月１日 

以後初回新規登録 

乗
用
車 

総排気量 1ℓ 以下（電気自動車を含む） 29,500 円 25,000 円 7,500 円 

〃 1ℓ 超 1.5ℓ 以下 34,500 円 30,500 円 8,500 円 

〃 1.5ℓ 超 2ℓ 以下 39,500 円 36,000 円 9,500 円 

〃 2ℓ 超 2.5ℓ 以下 45,000 円 43,500 円 13,800 円 

〃 2.5ℓ 超 3ℓ 以下 51,000 円 50,000 円 15,700 円 

〃 3ℓ 超 3.5ℓ 以下 58,000 円 57,000 円 17,900 円 

〃 3.5ℓ 超 4ℓ 以下 66,500 円 65,500 円 20,500 円 

□
□
□
□ 

貨客兼用車

（最大積載量 

１トン以下） 

総排気量 1ℓ 以下 13,200 円 10,200 円 

〃 1ℓ 超 1.5ℓ 以下 14,300 円 11,200 円 

〃 1.5ℓ 超 16,000 円 12,800 円 

最大積載量１トン以下 8,000 円 6,500 円 

〃  １トン超２トン以下 11,500 円 9,000 円 

〃  ２トン超３トン以下 16,000 円 12,000 円 

〃  ３トン超４トン以下 20,500 円 15,000 円 

バス 乗車定員３０人以下 33,000 円 12,000 円 

※バスの営業用については、一般乗合用の税率 

減   免     

● 心身に障害がある人などの移動のために使用すると認められる自動車で、障害の程度等一定の条件を満たす場

合は、申請により減免されます。 

● 申請の際には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかと運転免許証等

の提示が必要です。 

申告と納税 

● 自動車税事務所から送付される納税通知書により毎年４月１日現在の所有者が５月末日までに納めることになっ

ています。 

● ４月１日以後に新しく自動車を購入するなど年度の途中に納税の義務が発生した場合は、運輸支局に登録申請を

する際、自動車税事務所に申告し、月割による額を納めることになっています。 

※４月１日現在の所有者は、その自動車が抹消登録されない限り、1 年分の納税義務を負うことになります。 

お 願 い 

次のような場合には、自動車税事務所にその旨を申告するほか、運輸支局で登録の手続をしてください。 

● 登録を受けていない自動車の使用を開始する場合 ……………… 新規登録 

● 自動車を下取りに出したり、他の人に譲った場合………………… 移転登録 

● 自動車を解体したり、使用しなくなった場合 ……………………… 抹消登録 

● 自動車を持っている人の住所などが変わった場合 ……………… 変更登録 
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これらの手続を忘れると、自動車税（種別割）の納税通知書が届かなかったり、譲渡・解体したはずの自動車につい

ても自動車税（種別割）が課税されることがありますので、注意してください。 

 

 

そ の 他 

● 令和元（2019）年１０月１日以後、従来の自動車税は「自動車税（種別割）」となりました。 

自動車税のグリーン化特例 

電気自動車等の一定の環境負荷の小さい自動車は初回新規登録の翌年度の１年間に限り自動車税（種別割）の税

率を軽減し、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は自動車税（種別割）の税率を重くする

しくみ（いわゆる「自動車税のグリーン化特例」）が導入されています。 

● 令和５（202３）年度に税率が軽減される自動車（軽課） 

令和４（202２）年度に初回新規登録された次の自動車 

（軽課期間は、初回新規登録の翌年度の１年間） 

対 象 自 動 車 軽減率 

自家用 

営業用 

電気自動車（燃料電池自動車を含む）、プラグインハイブリッド自動車 

概ね 75％ 

軽減 

天然ガス自動車（平成３０年排出ガス基準適合又は、平成２１年排出ガス基準適合かつ同基準から N

Ｏｘ（窒素酸化物）１０％以上低減） 

営業用 

の み 

ガソリン・LPG 乗用車 

「低排出ガス車☆☆☆☆」かつ「令和１２年度燃費

基準９０％達成かつ令和２年度燃費基準達成車」 

ディーゼル乗用車 

「平成３０年又は平成２１年排出ガス基準適合」か

つ「令和１２年度燃費基準９０％達成かつ令和２

年度燃費基準達成車」 

ガソリン・LPG 乗用車 

「低排出ガス車☆☆☆☆」かつ「令和１２年度燃費

基準７０％達成かつ令和２年度燃費基準達成車」 

ディーゼル乗用車 

「平成３０年又は平成２１年排出ガス基準適合」か

つ「令和１２年度燃費基準７０％達成かつ令和２

年度燃費基準達成車」 

概ね 50％ 

軽減 

※「低排出ガス車☆☆☆☆」：低排出ガス車の認定を受けた自動車で、「平成３０年排出ガス基準適合かつ同基準から NOx 等５

０％以上低減達成」又は、「平成１７年排出ガス基準適合かつ同基準から NOx 等７５％以上低減達成」した自動車です。 

※自動車の燃費基準達成状況は、自動車検査証の備考欄より確認できます。 

※車種ごとの燃費一覧等は、国土交通省のホームページでご覧になれます。 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn10_000002.html 

● 税率が重くなる自動車（重課） 

初回新規登録から一定年数（ガソリン車・LPG 車は１３年、ディーゼル車は１１年）を経過した自動車については、

次のとおり自動車税（種別割）の税率が重くなります。 

令和５（202３）年度に重課される自動車 

対 象 自 動 車 重 課 率 

平成２２（20１０）年３月３１日以前に初回新規登録されたガソリン車又はＬＰＧ車 概ね１５％重課 

（注） 平成２４（201２）年３月３１日以前に初回新規登録されたディーゼル車 

（注） バス、トラック、特種用途自動車（キャンピング車除く）について、重課率は概ね１０％となります。 

※電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、ガソリンプラグインハイブリ

ッド自動車、一般乗合用バス、被けん引車は、重課の対象から除かれます。 

※重課対象となった自動車の税率は、抹消登録されるまで適用されます。 

 

自動車税（種別割）・個人の事業税の納税は便利な口座振替で（詳しくはＰ３９参照） 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn10_000002.html
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自動車税（種別割）Q＆A 

 

Q１ 使用していない自動車（種別割）の納税通知書が届いたのですが、どうしてですか？ 

A１ 車検が切れたまま放置している自動車や、壊れて動かなくなった自動車でも抹消登録をしない限り自動車

税（種別割）が課税されますので、自動車税（種別割）の納税通知書が送付されます。 

この場合、速やかに運輸支局で抹消登録の手続きを行ってください。 

抹消登録を行えば、抹消登録した月の翌月から月割で自動車税（種別割）が減額（還付）されます。 

Q２ 車検を受けたいが、自動車税（種別割）納税証明書が手元にありません。どうしたらよいですか。 

A２ 平成２７（2015）年４月から自動車税納付確認システムが稼働し、県と運輸支局のシステムが連携している

ため、車検の時点で未納がなければ、証明書の提示を省略することができます。ただし、納付後すぐ車検を受

ける場合は、自動車税事務所または最寄りの県税事務所で、自動車税（種別割）納税証明書の再交付を受けて

ください。 

証明書交付の際は、交付請求者の身分証明書（運転免許証等）の提示が必要となります。 

なお、代理人が請求する場合は、委任状または車検証（コピー可）の他、代理人の身分証明書（運転免許証

等）の提示が必要となります。 

車検に必要な自動車税（種別割）納税証明書の交付手数料は無料です。 

Q３ 自動車税（種別割）の納税通知書が届かないのですがどうしたらよいですか。 

A３ 車検証の住所と現在の住所が異なっているため届かないことが考えられます。 

自動車税事務所または最寄りの県税事務所まで御連絡ください。 

引越しなどで住所が変更となった場合、住民票を移しただけでは、納税通知書の宛先は変更になりません。

運輸支局で車検証の住所変更登録が必要です。 

なお、住所変更後、事情により早急に運輸支局で手続ができない場合は、栃木県ホームページ「自動車税

（種別割）住所変更届」（電子申請・様式ダウンロード）で納税通知書の宛先を変更することができます。 

 自動車税（種別割） 住所変更 栃木県 電子申請手続き説明     検 索    

ただし、これにより宛先を変更した場合でも、運輸支局での住所変更登録手続は必要となります。 

登録手続きに関するお問い合わせ先（音声ガイダンス） 

・栃木運輸支局（宇都宮ナンバー、那須ナンバー）･･･050-5540-2019 

・佐野自動車検査登録事務所（とちぎナンバー）･････050-5540-2020 

Q４ 自動車税（種別割）が前年度より高額になっていますが、どうしてですか？  

A４ 次の二つの場合が考えられます。  

まず一つめは、地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、初回新規登録から一定の年数（ガソリン車・

LPG 車は１３年、ディーゼル車は１１年）を経過した環境負荷の大きい自動車については、税率が重く（重課）な

る「自動車税のグリーン化特例」が導入されており、今年度からこの対象となったためです（重課対象となった

自動車の税率は、抹消登録されるまで適用されます。）。 

二つめは、「自動車税のグリーン化特例」による軽課措置（Ｑ５参照）の対象ではなくなったためです。グリー

ン化特例の詳細については、P３２を参照してください。 

Q５ 「自動車税のグリーン化特例」で自動車税（種別割）の軽減対象となる自動車を購入しましたが、何か手続が必

要ですか。 

A５ 「自動車税のグリーン化特例」を受けるにあたっては、特別な手続は必要ありません。 

自動車税（種別割）納税通知書を送付するときには、既に軽減した税率で送付しています。 

「自動車税のグリーン化特例」による軽減は初回新規登録をした年度の翌年度１年限りです。 
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鉱区税 

納 め る 人 

県内に鉱区を持っている鉱業権者 

納 め る 額 

区   分 税   率 

砂鉱を目的としない鉱区 
試掘鉱区 面積１００アールごとに年額２００円 

採掘鉱区 〃  年額４００円 

石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区 
試掘鉱区 

上記税率の２／３ 
採掘鉱区 

砂鉱を目的とする鉱区 
河床 延長１,０００メートルごとに年額６００円 

その他のもの 面積１００アールごとに年額２００円 

申告と納税 

● 鉱業権の取得・消滅又は住所などを変更した日から７日以内に宇都宮県税事務所に申告しなければなりません。 

● 宇都宮県税事務所から送付される納税通知書により毎年４月１日現在の鉱業権者が５月末日までに納めること

になっています。 

● 年度の途中に納税の義務が発生した場合は、納税通知書により定められた期限までに月割による額を納めること

になっています。 

狩猟税 

狩猟税は、鳥獣の保護及び狩猟に関する費用に使われる目的税です。 

納 め る 人  

狩猟者の登録を受ける人 

納 め る 額 

狩猟免許の種類 区   分 税率（注２） 

第１種銃猟免許 （注 1） 

（空気銃以外の銃器） 

県民税の所得割の納付を要する人 16,500 円 

県民税の所得割の納付を要しない人 （注３） 11,000 円 

網猟免許 

わな猟免許 （なげ網、わな等） 

県民税の所得割の納付を要する人 8,200 円 

県民税の所得割の納付を要しない人 （注３） 5,500 円 

第２種銃猟免許 （空気銃） ― 5,500 円 

（注１） 第１種銃猟免許を持つ人が第１種銃及び第２種銃を使用する場合には、第１種銃猟免許に係る登録についてのみ納税となります。 

（注２） 放鳥獣猟区のみに係る狩猟者の登録については、税率が 1/4 に軽減されます。 

（注３） 県民税の所得割の納付を要しない人であっても、所得割の納付を要する人の扶養を受けている人（農林・水産業に従事している人を除く。）はそ

れぞれ 16,500 円、8,200 円になります。 

特 例 措 置 

狩猟登録者 特例措置 適用期限 

対象鳥獣捕獲員 課 税 免 除 平成 27（2015）年４月１日から令和６（2024）年３月３１日までの間の狩猟者登録 

認定鳥獣捕獲等事業者の従事者 課 税 免 除 平成 27（2015）年５月２９日から令和６（2024）年３月３１日までの間の狩猟者登録 

有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲

者又はその従事者 
税率２分の１ 平成 27（2015）年４月１日から令和６（2024）年３月３１日までの間の狩猟者登録 

申告と納税 

狩猟者の登録を受ける際に県の証紙を貼って納めます。 
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延滞金 

税金を納期限までに納めないときにかかります。 

 

● 現行の延滞金の割合 

納期限の翌日から１か月を経過する日までの期間 2.4％ 

納期限の翌日から１か月を経過した日の翌日以降の期間 8.7％ 

 

延滞金の率 

①納期限の翌日から 

１か月を経過する日 

まで 

平成１１(１９９９)年１２月３１日まで 年７.３％ 

平成１２(２０００)年１月１日から 

平成２５(２０１３)年１２月３１日まで 

特例基準割合 （注１） 

平成２６(2014)年１月１日から 

令和２(2020)年１２月３１日まで 

特例基準割合 （注２）＋1％ 

令和３(2021)年１月１日から 延滞金特例基準割合 （注４）＋1％ 

②上記から納付の日まで 

平成２５(2013)年１２月３１日まで 年１４.6％ 

平成２６(2014)年１月１日から 

令和２(2020)年１２月３１日まで 

特例基準割合 （注２）＋7.3％ 

令和３(2021)年１月１日から 延滞金特例基準割合 （注４）＋7.3％ 

③徴収の猶予等又は 

納期限の延長 

令和２(2020)年１２月３１日まで 特例基準割合 （注１又は注２） 

令和３(2021)年１月１日から 平均貸付割合 （注３）＋0.5％ 

 

（注１） 平成２５（2013）年１２月３１日までの特例基準割合は、前年１１月末における商業手形の基準割引率に４％を

加えた割合をいいます。 

 

（注２） 平成２６（2014）年１月１日以降の特例基準割合は、各年の前々年の１０月から前年の９月までの各月におけ

る銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として、各年の前年の１２月１５日まで

に財務大臣が告示する割合に年１％の割合を加算した割合をいいます。 

 

（注３） 各年の前々年の９月から前年の８月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で

除して得た割合として、各年の前年の１１月３０日までに財務大臣が告示する割合をいいます。 

 

（注４） 「延滞金特例基準割合」とは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の１１月３０日までに

財務大臣が告示する割合に、年１％の割合を加えた割合をいいます。 
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● 令和３（2021）年１月１日以降の延滞金の割合 

 納期限の翌日から１か月を経過する日までの期間 

 ・令和３（2021）年１月１日から令和３（2021）年１２月３１日までは、年２.5％です。 

 ・令和４（2022）年１月１日から令和５（202３）年１２月３１日までは、年２.4％です。 

 納期限の翌日から１か月を経過した日以降の期間 

 ・令和３（2021）年１月１日から令和３（2021）年１２月３１日までは、年８.8％です。 

 ・令和４（２０２２）年１月１日から令和５（202３）年１２月３１日までは、年８.7％です。 

 

● 平成２６（2014）年１月１日から令和２（2020）年１２月３１日までの延滞金の割合 

 納期限の翌日から１か月を経過する日までの８期間 

 ・平成２６（2014）年１月１日から平成２６（2014）年１２月３１日までは、年２.9%です。 

 ・平成２７（2015）年１月１日から平成２８（2016）年１２月３１日までは、年２.8%です。 

 ・平成２９（2017）年１月１日から平成２９（2017）年１２月３１日までは、年２.7%です。 

 ・平成３０（2018）年１月１日から令和２（2020）年１２月３１日までは、年２.6%です。 

 納期限の翌日から 1 か月を経過した日以後の期間 

 ・平成 26（2014）年１月１日から平成 26（2014）年１２月３１日までは、年９.2%です。 

 ・平成 27（2015）年１月１日から平成 28（2016）年１２月３１日までは、年９.1%です。 

 ・平成 29（2017）年１月１日から平成 29（2017）年１２月３１日までは、年９.0%です。 

 ・平成 30（2018）年１月１日から令和２（2020）年１２月３１日までは、年８.9%です。 

 

● 平成２５（2013）年１２月３１日以前の延滞金の割合 

 納期限の翌日から１か月を経過する日まで 

 年７.3％［日歩２銭］（ただし、平成１２（2000）年１月１日から平成２５（2013）年１２月３１日までの期間の延滞金に

ついては、特例基準割合（注１）が７.3％の割合に満たない場合は、当該特例基準割合を適用します。） 

 ・平成１２（2000）年１月１日から平成１３（2001）年１２月３１日までは、年４.5％です。 

 ・平成１４（2002）年１月１日から平成１８（2006）年１２月３１日までは、年４.1％です。 

 ・平成１９（2007）年１月１日から平成１９（2007）年１２月３１日までは、年４.4％です。 

 ・平成２０（2008）年１月１日から平成２０（2008）年１２月３１日までは、年４.7％です。 

 ・平成２１（2009）年１月１日から平成２１（2009）年１２月３１日までは、年４.5％です。 

 ・平成２２（2010）年１月 1 日から平成２５（2013）年１２月３１日までは、年４.3％です。 

 その後納税の日まで 

 年１４.6％［日歩４銭］ 
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加算金 

県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税環境性

能割、軽油引取税についてかかるもので、次の３種類があります。 

 

● 過少申告加算金 

期限内に申告した場合で、その申告額が本来申告すべき額より少額のため、後日増額の申告をしたり、

増額の更正を受けた場合にかかります。 

納める額……………………………………増差税額の１０／１００ （一部 5／１００を加重） 

 

● 不申告加算金 

期限後に申告した場合又は期限内に申告しなかった場合にかかります。 

納める額 

期限内に申告しなかった場合……納付すべき税額の１５／１００ 

（５０万円を超える部分：２０／１００、３００万円を超える部分：３０／１００） 

期限後に自発的に申告した場合…納付すべき税額の５／100 

※期限から１月以内に自発的に申告した場合で、期限内に申告書を提出する意思があったと認められる一定

の場合には、不申告加算金は徴収されません。 

 

● 重加算金 

二重帳簿などによって故意に税をまぬがれようとした場合にかかるもので、この場合には過少申告加算金、不申

告加算金はかかりません。 

納める額 

期限内に申告をしている場合……………………増差税額の３５／１００ 

期限内に申告をしていない場合…………………増差税額の４０／100 

 

※以下のいずれかの要件にあてはまる場合で、再び不申告加算金または重加算金を課される場合には、上記割合に

10／１００が加算されます。 

・平成２９年１月１日以後申告書の提出期限が到来するものについて、過去５年間に不申告加算金または重加算金

を課されたことがある場合 

・令和６年１月１日以後申告書の提出期限が到来するものについて、前年度及び前々年度に不申告加算金または不

申告加算金に代えて重加算金を決定すべきと認められる場合 
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徴収猶予・申請による換価の猶予・県税の減免 

 

徴 収 猶 予 

● 本人の財産について災害又は盗難にあったとき。 

● 本人や家族が病気になったり、負傷したとき。 

● 事業をやむを得ない理由により廃業・休業したとき。 

● 事業に大きな損失を受けたとき。 

申請による換価の猶予 

次の２つの要件を両方とも満たす場合。（既に県税を滞納している場合、この換価の猶予制度は利用できません。） 

● 県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。 

● 納税について誠実な意思を有すると認められること。 

県税の減免 

● 個人の事業税で、災害により事業用資産の全部又は一部に損害を受けたとき。 

● 不動産取得税で、災害により滅失し、若しくは損壊した不動産に代わる不動産を災害の日から３年以内に取得し

たとき又は取得してから１年以内に災害により不動産が滅失し、若しくは損壊したとき。 

● 自動車税（環境性能割・種別割）で、心身に一定の障害がある方などの移動のために自動車を使用するとき。 

● 自動車税（種別割）で、災害により自動車に損害を受け、価額の２分の１以上の金額に相当する修繕費を支出した

とき。 

● 自動車税（環境性能割）で、災害により自動車が滅失又は損壊し、代わりの自動車を取得したとき。 

● 軽油引取税で、軽油の代金などを受け取ることができなくなったことについて正当な理由があるとき又は受け取

った税金を災害により失ったとき。 

県税の課税免除・不均一課税 

 

 
 

● 産業振興促進区域内※における県税の課税免除 （事業税、不動産取得税、固定資産税） 

・製造の事業等の用に供する設備の取得等で一定の要件を満たす場合 

・畜産業・水産業を行う個人が一定の要件を満たす場合 

※過疎地域の市町村が定める過疎地域持続的発展市町村計画において記載される産業の振興を促進する区域 

● 特定非営利活動法人に対する県税の課税免除（法人県民税均等割、不動産取得税、自動車税（環境性能割）） 

・設立の日以後３箇年以内の特定非営利活動法人で一定の要件を満たす場合 

● 地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税（事業税、不動産取得税、固定資産税） 

・東京２３区から地方活力向上地域※に本社機能の移転を行う場合で一定の要件を満たす場合 

※三大都市圏以外の地域であり、かつ、地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域として栃木県が地域再生計画において

設定する地域 

● 自動車税（種別割）の課税免除 

・消防専用自動車及び救急専用自動車 

・専ら公用又は公共の用に供するもので、一定の要件を満たす場合 

・幼稚園、保育所または幼保連携認定こども園を設置する者が所有し、専ら児童の輸送の用に供する自動車で、一

定の要件を満たす場合 

納期限までに税金を納められない等次のような事情がある場合は、申請により、徴収の猶予などが認められる 
場合があります。管轄の県税事務所又は自動車税事務所にご相談ください。 

一定の要件を満たす場合は、申請により、県税の課税免除及び不均一課税が認められる場合があります。 
管轄の県税事務所にご相談ください。 
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納税貯蓄組合 

制   度 

● 納税を容易かつ確実にするため、計画的に貯蓄を行う納税貯蓄組合の制度があります。 

● 納税貯蓄組合に加入しますと、みんなで協力し合いながら資金の積立てをして納税ができるようになります。 

組合員の利点 

● 納税貯蓄組合貯金の利子には、所得税や利子等に係る県民税がかかりません。 

● 組合の業務に関する書類などには、印紙税がかかりません。 

 

 

納付方法の拡充 

 

 

● インターネットバンキングや銀行ＡＴＭから「ペイジー納付」 

● 24 時間いつでも全国のコンビニエンスストアで「コンビニ納付」 

● クレジットカードを使って決済「クレジットカード納付 （地方税お支払いサイト(外部サイト)）」 

● スマートフォン決済アプリで納付「ペイアプリ納付」 

※地方税共同機構が指定するペイアプリに限ります。 

口座振替 

 

 

● 申込書は口座振替ができる金融機関の店舗又は県税事務所に用意していますので、是非ご利用ください。 

● 銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合の全国の本支店（一部の金融機関は県内本支店）において開設した預金

口座で口座振替ができます。 

● 申し込みの際には、金融機関届出印をご用意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納 税 は 、 日 掛 け 、 月 掛 け 、 心 掛 け 

県税の納付方法が増え、納税がより便利に、より身近になりました。 

個人事業税と自動車税（種別割）の納税には口座振替が大変便利です。 

https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser
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県税納期一覧 

 

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 納める方法 

個人の県民税 
  １期  ２期  ３期   ４期   

納税通知書 

による 

給与所得者は毎月 特別徴収 

法人の県民税 事業年度終了の日から２か月以内 申告納付 

県民税利子割 前月分を毎月１０日までに 申告納入 

県民税配当割 
前月分を毎月１０日までに 

（源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割については前年分を１月１０日までに） 
申告納入 

県民税 

株式等譲渡所得割 
前年分を１月１０日までに 申告納入 

個人の事業税  １期  ２期  
納税通知書 

による 

法人の事業税 事業年度終了の日から２か月以内 申告納付 

地方消費税 

法人は事業年度終了後２か月以内 

個人事業者は翌年の３月３１日まで 

（消費税と併せて納めます） 

〃 

不動産取得税 随時 
納税通知書 

による 

県たばこ税 前月分を毎月末日までに 申告納付 

ゴルフ場利用税 前月分を毎月１５日までに 申告納入 

軽油引取税 
前月分を毎月末日までに 

（軽油を輸入した場合は輸入の許可の時までに） 
申告納入 

自動車税 

環境性能割 
随時 申告納付 

自動車税種別割 
 

年 

分 
 

納税通知書 

による 

新規登録のつど 証紙徴収 

鉱区税  
年 

分 
 

納税通知書 

による 

狩猟税  登録のつど  証紙徴収 

 

 
 

 

 

 

税 金 は 納 期 内 に 納 め ま し ょ う 
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県税の相談 

県税についてわからないことがありましたら、次のところにお気軽にご相談ください。 

 

宇 都 宮 県 税 事 務 所 

〒321-０９７4 宇都宮市竹林町１０３０-２ 

 栃木県庁河内庁舎１階 

電話 028-626-3003(代) 

鹿 沼 県 税 事 務 所 

〒322-006８ 鹿沼市今宮町１６６４-１ 

  栃木県庁上都賀庁舎１階 

電話 0289-62-6203(代) 

管轄

区域 

宇都宮市 

河内郡：上三川町 

管轄 

区域 

鹿沼市 日光市 

 
 

 

真 岡 県 税 事 務 所 

〒321-４３９８ 真岡市荒町１１６-１ 

 栃木県庁芳賀庁舎 1 階 

電話 0285-82-2135(代) 

栃 木 県 税 事 務 所 

〒328-8504 栃木市神田町６-６ 

栃木県庁下都賀庁舎１階 

電話 0282-23-3411（代） 

管轄

区域 

真岡市 

芳賀郡：益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 

管轄 

区域 

栃木市 小山市 下野市 

下都賀郡：壬生町 野木町 
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矢 板 県 税 事 務 所 

〒329-2163 矢板市鹿島町２０-２２ 

 栃木県庁塩谷庁舎１階 

電話 0287-43-2171(代) 

大 田 原 県 税 事 務 所 

〒324-8551 大田原市本町２丁目２８２８-４ 

 栃木県庁那須庁舎１階 

電話 0287-23-4171(代) 

管轄

区域 

矢板市 さくら市 那須烏山市 

塩谷郡：塩谷町 高根沢町 那珂川町 

管轄 

区域 

大田原市 那須塩原市 

那須郡：那須町 

 

 

 

安 足 県 税 事 務 所 

〒327-8503 佐野市堀米町６０７ 

栃木県庁安蘇庁舎１階 

電話 0283-23-1411(代) 

管轄

区域 

足利市、佐野市 
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自 動 車 税 事 務 所 

管

轄

区

域 

 

栃木県内全域 

※自動車税（環境性能割・種別割）のみ取り扱っています。 

自動車税事務所 

〒32１-０１６９ 宇都宮市八千代１丁目５-１０ 

電話 028-６５８-５５２１(代) 

 

自動車税事務所佐野支所 

〒32７-００４４ 佐野市下羽田町２００１-４ 

電話 028３-２０-６１１１(代) 
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納税の窓口 

県税の納税は、次の金融機関などで受け付けています。 

納税するときは、納税通知などを必ずお持ちになっておでかけください。 

                                                     （令和５（２０２３）年４月１日現在） 

区    分 名         称 

県 の 事 務 所 県税事務所及び自動車税事務所 

栃木県指定金融機関 足利銀行の本店及び支店 

栃木県収納代理金融機関 栃木県内にある下記金融機関の本店及び支店 

 銀 行 みずほ・三井住友・りそな・群馬・常陽・東邦・山形・栃木・大東・東和・筑波・東日本・福島 

そ の 他 信用金庫・信用組合・労働金庫・農林中央金庫・農業協同組合 

全国の各ゆうちょ銀行・郵便局 

（一部納付書は関東及び山梨県の各ゆうちょ銀行・郵便局に限られます） 

地方税共同機構が指定する金融機関 指定された金融機関は、地方税共同機構のホームページをご確認ください 

（eL-QR（二次元コード）の印字がある納付書での納付に限ります） 

※栃木県外で納付する場合 

（1）足利銀行の支店又はゆうちょ銀行・郵便局で納付してください。 

（2）お近くに足利銀行の支店等がないときは、最寄りの金融機関にお問い合わせください。 

（取扱手数料がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。） 

※なお、お近くに金融機関がないとき、現金書留又は為替もご利用いただけます。 

 

個人事業税・自動車税（種別割）は、便利な口座振替での納税を！ 

 

県税はコンビニエンスストア、ペイジー、スマートフォン決済アプリ又はクレジットカードでも納税で

きます！ 

※コンビニエンスストアでの納付は、バーコードが印字されているものに限ります。 

※利用できるコンビニエンスストアは納税通知書等の裏面に記載しています。 

※スマートフォン決済アプリ及びクレジットカードでの納付は、eL-QR（二次元コード）の印字がある納付書での納付に限ります。 

※利用できるスマートフォン決済アプリは、地方税共同機構が指定するペイアプリに限ります。 

※クレジットカード納付には、別途決済手数料がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/kinyukikan/
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国税の種類 

直接税 

所得税________________________________個人の所得にかかる税金です。 

●復興特別所得税 ____________東日本大震災からの復興のための財源確保を目的に創設された税金です。 

〔平成２５（2013）年１月から令和１９（2037）年１２月まで〕 

法 人 税 ____________________________株式会社などの法人の所得にかかる税金です。 

相 続 税 ____________________________亡くなった人の財産を相続などによって取得した人にかかる税金です。 

贈 与 税 ____________________________贈与によって財産をもらった人にかかる税金です。 

地方法人特別税 __________________P２２参照。（※令和元（2019）年９月３０日に廃止） 

特別法人事業税 __________________P２２参照。（※令和元（2019）年１０月１日から導入） 

地方法人税 _________________________P１４参照。 

 

間接税 

消 費 税 ____________________________国内での商品の販売やサービスの提供にかかる税金です。 

酒  税 ______________________________清酒やビールなどの酒類を製造場から出荷したときにかかる税金です。 

た ば こ 税 ________________________たばこの製造者が製造場から出荷したときにかかる税金です。 

たばこ特別税 ______________________たばこ税に上乗せして課される税金です。 

揮 発 油 税 _______________________ガソリンなどを製造場から出荷したときにかかる税金です。 

地方揮発油税______________________ 〃 〔地方公共団体の一般財源に充てられます。〕 

石油ガス税 _________________________自動車用ガスを充てん場から出荷したときにかかる税金です。 

航空機燃料税______________________航空機燃料を航空機に積み込んだときにかかる税金です。 

石油石炭税 _________________________原油・ガス状炭化水素・石炭を採取場から出荷したとき、又は原油・ガス状 

炭化水素・石炭及び石油製品を輸入したときにかかる税金です。 

自動車重量税______________________車検を受ける自動車や車両番号の指定を受ける軽自動車にかかる税金です。 

関  税 ______________________________輸入貨物にかかる税金です。 

と ん 税 _____________________________外国の貿易船が港に入港したときに船舶のトン数に応じてかかる税金です。 

特別とん税 _________________________とん税と同じですが、税率がちがいます。 

印 紙 税 ____________________________契約書、領収書、約束手形などを作成したときにかかる税金です。 

登録免許税 _________________________不動産や会社の登記、各種権利の登録などを受けるときにかかる税金です。 

●電源開発促進税 _______________電力を供給する電力会社に供給量に応じてかかる税金です。 

〔→発電施設設置・利用の促進などの費用に充てられます。〕 

国際観光旅客税 __________________船舶又は航空機により日本から出国する人にかかる税金です。 

 

●は目的税です。 
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国税の相談 

国税に関するご相談は、国税庁ホームページ「チャットボット」や「タックスアンサー」をご利用ください。 

電話でのご相談は、所轄の税務署へ電話をかけ、音声案内に従って番号を選択してください。 

なお、税務署で面接による相談をご希望の場合は、電話等による事前予約が必要です。 

税務署一覧                             

署 名 電話番号 郵便番号 所 在 地 管 轄 区 域 

宇都宮 ０２８-６２１-２１５１ ３２０-８６５５ 宇都宮市昭和２-1-７ 宇都宮市 

河内郡：上三川町 

足 利 ０２８４-４１-３１５１ ３２６-８６３０ 足利市伊勢町４-18-2 足利市 

栃 木 ０２８２-２２-０８８５ ３２８-８６６６ 栃木市河合町１-29 

栃木地方合同庁舎 

栃木市 小山市 下野市 

下都賀郡：壬生町 野木町 

佐 野 ０２８３-２２-４３６６ ３２７-８６０１ 佐野市若松町４２５ 佐野市 

鹿 沼 ０２８９-６４-２１５１ ３２２-８６０３ 鹿沼市東末広町１９３４-24 鹿沼市 日光市 

真 岡 ０２８５-８２-２１１５ ３２１-４３０５ 真岡市荒町５１７８ 真岡市 

芳賀郡：益子町 茂木町 

     市貝町 芳賀町 

大田原 ０２８７-２２-３１１５ ３２４-８６４２ 大田原市紫塚１-5-54 大田原市 那須塩原市 

那須郡：那須町 

氏 家 ０２８-６８２-３３１１ ３２９-１３９３ さくら市氏家２４３１-1 矢板市 さくら市 那須烏山市 

塩谷郡：塩谷町 高根沢町 

那須郡：那珂川町 

 ※チャットボット・タックスアンサーはこちらから 

 

 

 

 

 

 

 

税理士会の無料税務相談 

☎028－637－1007 

 

   日時   毎月原則第２水曜日 10：00～16：00（12：00～13：00 は昼休み） 

         令和５（2023）年度は、令和６（2024）年２月１４日まで実施    

場所   宇都宮市鶴田町３２００番地２（滝谷町交差点西方） 

         栃木県税理士会館 

 

 

タックスアンサー 税務相談 

チャットボット 



 

47 
 

市町村税の種類 

 

直接税 

市町村民税 ____________________________ 個人や法人の所得などにかかる税金です。 

_____________________________________________ 個人については均等割と所得割、法人については均等割と法人税割があります。 

固定資産税 ____________________________ 土地、家屋や事業に使う機械などの償却資産にかかる税金です。 

●都市計画税_________________________ 原則として市街化区域内の土地、家屋にかかる税金です。 

〔→都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てられます。〕 

特別土地保有税 _____________________ 一定規模以上の土地を所有又は取得したときにかかる税金です。 

※平成１５(2003)年４月１日以降、新たな課税を行わないことになりました。 

軽自動車税 ____________________________ 軽自動車を取得したときに環境性能割として、軽自動車、二輪の小型自動車、 

_____________________________________________ 原動機付自転車などを所有しているときに種別割としてかかる税金です。 

鉱産税___________________________________ 採掘した鉱物の価格に応じてかかる税金です。 

●事業所税 ____________________________ 指定都市などにある一定規模以上の事務所や事業所にかかる税金です。 

〔→都市環境の整備及び改善に関する費用に充てられます。〕 

●国民健康保険税 __________________ 国民健康保険の被保険者である世帯主にかかる税金です。 

〔→国民健康保険事業に要する費用に充てられます。〕 

間接税 

市町村たばこ税 ______________________ たばこの製造業者や輸入業者などに対し、小売販売業者に売り渡したたばこの本数に応

じてかかる税金です。 

●入 湯 税 ____________________________ 温泉に入浴したときにかかる税金です。 

〔→ごみ処理に要する経費、消防活動経費などに充てられます。〕 

 

●は目的税です。 
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市町村税の相談 

市町村税についてのご相談は、各市町へお問い合わせください。 

市役所・町役場一覧   

令和５（202３）年４月１日現在 

市町名 電話番号 郵便番号 所 在 地 管轄県税事務所（県税） 管轄税務署（国税） 

市   部 

宇都宮市 028-632-2184 320-8540 宇都宮市旭１-1-5 宇都宮県税事務所 宇都宮税務署 

足利市 0284-20-2121 326-8601 足利市本城３-２１４５ 安足県税事務所 足利税務署 

栃木市 0282-21-2261 328-8686 栃木市万町９-25 栃木県税事務所 栃木税務署 

佐野市 0283-20-3007 327-8501 佐野市高砂町１ 安足県税事務所 佐野税務署 

鹿沼市 0289-63-2117 322-8601 鹿沼市今宮町１６８８-１ 
鹿沼県税事務所 鹿沼税務署 

日光市 0288-21-5113 321-1292 日光市今市本町１ 

小山市 0285-22-9444 323-8686 小山市中央町１-1-1 栃木県税事務所 栃木税務署 

真岡市 0285-83-8112 321-4395 真岡市荒町５１９１ 真岡県税事務所 真岡税務署 

大田原市 0287-23-8785 324-8641 大田原市本町１-４-１ 大田原県税事務所 大田原税務署 

矢板市 0287-43-1115 329-2192 矢板市本町５-4 矢板県税事務所 氏家税務署 

那須塩原市 0287-62-7179 325-8501 那須塩原市共墾社１０８-２ 大田原県税事務所 大田原税務署 

さくら市 028-681-1114 329-1392 さくら市氏家２７７１ 
矢板県税事務所 氏家税務署 

那須烏山市 0287-83-1114 321-0692 那須烏山市中央１-1-1 

下野市 0285-32-8893 329-0492 下野市笹原２６ 栃木県税事務所 栃木税務署 

河 内 郡 

上三川町 0285-56-9121 329-0696 上三川町しらさぎ１-１ 宇都宮県税事務所 宇都宮税務署 

芳 賀 郡 

益子町 0285-72-8832 321-4293 益子町益子２０３０ 

真岡県税事務所 真岡税務署 
茂木町 0285-63-5638 321-3598 茂木町茂木１５５ 

市貝町 0285-68-1112 321-3493 市貝町市塙１２８０ 

芳賀町 028-677-6013 321-3392 芳賀町祖母井１０２０ 

下 都 賀 郡 

壬生町 0282-81-1816 321-0292 壬生町壬生甲３８４１-１ 
栃木県税事務所 栃木税務署 

野木町 0280-57-4121 329-0195 野木町丸林５７１ 

塩 谷 郡 

塩谷町 0287-45-1117 329-2292 塩谷町玉生７４１ 
矢板県税事務所 氏家税務署 

高根沢町 028-675-8103 329-1292 高根沢町石末２０５３ 

那 須 郡 

那須町 0287-72-6903 329-3292 那須町寺子丙３-１３ 大田原県税事務所 大田原税務署 

那珂川町 0287-92-1120 324-0692 那珂川町馬頭５５５ 矢板県税事務所 氏家税務署 
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県税事務所所管区域図 

 

令和５(2023)年４月１日現在 
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栃木県経営管理部税務課 

〒320－8501 宇都宮市塙田１丁目１番 20 号 

TEL 028－623－2101  FAX 028-623-3454 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/zeikin/zei.html 

 


